
 

 

 

 

 

 

【出願手続願・推薦誓約書】 いよいよ出願準備！ 

本日、「出願手続願」「推薦誓約書」を配付しました。記載された内容をもとに、学年職員で調査書

や推薦書などの準備を進めていきます。期日や必要書類の記入漏れのないよう、よろしくお願いします。

以下に、注意点を挙げていますので、確認のうえ、記入してください。記入例もご確認ください。 

◆学校名、学科、コースは正式名称か。   

公立は、「千葉県立」をお忘れなく。私立は、募集要項を隣に置いて書く。油断大敵。 

◆出願期間、受験日など日程は合っているか。 

◆延納金の有無、金額、延納金の納入期日は合っているか。（時刻も確認しておきましょう。） 

    受験校が第二志望以下の場合、延納金が必要な学校もあります。金額と納入期日を確認し、 

合格の場合は手続きをお願いします。期日までに支払われない場合は、合格取り消しとなります。

たとえ、上位希望校が不合格であっても入学はできません。 

◆提出書類は何が必要か。 

    独自書類は、各家庭で書類を用意して出願手続願と一緒に提出してください。 

 

【推薦誓約書の意味】 

  推薦誓約書は、「学校長推薦のもと、受験をする」という意思表示です。 

単願推薦の場合は、「合格の場合は必ず入学する」 

併願推薦の場合は、「上位希望校に不合格の場合は、必ず入学する」ということです。 

では、以下の問題を解いて理解を深めましょう。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

令和５年 

１１月２９日(水) 

Q１. 桃代さんは、併願推薦で私立の◆◆高校を受験し、見事合格しました。２月、第１志望の県立
◎◎高校に挑みましたが、残念ながら不合格でした。次の日、県立高校の二次募集＊が発表されま

した。なんと、以前に志望校として考えていた△△高校も二次募集を行うとのことです。 

さて、桃代さんは△△高校を受検することができる？ できない？ 

 ＊二次募集・・・定員に満たなかった高校が再度募集人数を発表し、入学検査を行うこと。 

 

Q２. 秀倫さんは、単願推薦で私立の●●高校を受験し、見事合格しました。２月に入り、自分の実
力を確かめたい、と思うようになりました。そこで、担任の先生に、こう伝えました。 

「千葉県立○○○高校を受検しようと思います！」 

さて、秀倫さんは担任の先生に何と言われるでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【推薦誓約書】記入例 

 
 

 

 

A２. 担任の先生からの回答を集めました。参考にしてください。 
   １組担任 橋本先生  「話聞いてた？冗談だよね？」 

   ２組担任 小林先生  「推薦というのは中学校と高校とで交わした約束です。」 

   ３組担任 関口先生  「約束が違います。約束が違います。・・・約束が、違います。」 

   ４組担任 宮嶋先生  「へ？単願推薦の意味言ってごらん？」 

   ５組担任 髙橋先生  「今自分が言ったこと、よく考えて。」 

くれぐれも秀倫さんのようなことをしないでください。 

A1. 受検することはできない。 
併願推薦で受験する＝上位希望校が不合格の場合は、必ず入学する 

そのため、桃代さんは◆◆高校に入学することになります。募集要項にしたがって入学手続

きを進めましょう。 

推 薦 誓 約 書  

                                                              令和５年     月     日 

松戸市立小金南中学校 

校長  志村 雅人 様 

                              ３年     組     番  生徒氏名                           

                                                保護者氏名                   （自筆） 

 

このたび、私立                   高等学校 

       科           コース 

を以下の推薦を利用し、受験いたします。（以下のア、イのいずれかに○をつけて提出してください。） 

       ア 単願推薦（第１志望推薦）      イ 併願推薦（第２志望以下の推薦） 

つきましては、下記の事項を厳守することを誓います。 

記 

１．この書類の提出を持って、志願を変更しないこととします。 

２．第１志望推薦、第１志望優遇で合格した場合は必ず上記の学校に入学します。 

     第２志望推薦、第２志望優遇等で合格し、上位志望校の入学候補者とならなかった場合は、必ず上記の学校に入学し

ます。 

３．推薦や優遇制度を利用した場合は各校に応じた延納手続きを確実に行います。 

４．中学校卒業まで、また、上級学校入学後も推薦の名に恥じない生活態度で学習に取り組みます。 

保護者氏名は自筆で 

お願いします。 
 

一字ずつ確認してください。 
 

記号に丸をつけてください。 
 

よく読んでおきましょう。 
 

●● 

 

普通     進学 


